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話題1�本県の輸⾎血管理理料料取得状況と考察�



平成24年年度度改訂�
輸⾎血管理理料料�
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v  適正輸⾎血管理理体制の整備→管理理料料、製剤使⽤用⽐比率率率→適正使⽤用加算�
v  FFP使⽤用量量については、⾎血漿交換療療法使⽤用分に関し逓減されている�
v  管理理料料Ⅱ取得施設のうち、1施設が適正使⽤用加算を取得している�
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平成23年年⻑⾧長崎県
合同輸⾎血療療法委
員会による調査�
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⻑⾧長崎県の医
療療機関にお
ける輸⾎血管
理理体制�

輸⾎血管理理体制実施施設の積算結果�
�
平成24年年 　⾎血液製剤使⽤用実態調査報告�

v  沖縄県以外の九州各県は下位が多い。�
v  本県は、輸⾎血責任医師と輸⾎血療療法委員会の設置施設数が�
 　少ない傾向？�



輸⾎血管理理料料
取得状況 �

輸⾎血管理理体制実施施設の積算結果と輸⾎血管理理料料取得率率率�
�
平成24年年 　⾎血液製剤使⽤用実態調査報告�

v  輸⾎血管理理体制の整備状況と輸⾎血管理理料料取得率率率は相関がありそう。�
v  九州は全国的に両パラメータ共下位に⽢甘んじている。�
v  ⻑⾧長崎県はその中でも最下位である。�



平成23年年⻑⾧長崎県
合同輸⾎血療療法委
員会による調査�
�

輸⾎血実施�
医療療機関�
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平成24年年度度改訂�
輸⾎血管理理料料�
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v  輸⾎血療療法を実施する医療療施設において、その管理理体制の整備は必須�
 　である→輸⾎血管理理料料制度度は、これを推進するインセンティヴである�
v  施設全体の課題として組織的な取り組みが有効！�
v  適正使⽤用加算の施設基準は、病院の機能や規模によって取り組みの�
 　差異異が⽣生じる�
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輸⾎血管理理料料取
得率率率向上へ向
けた本県にお
ける課題は何
か？�

平成22年年の全国アンケート調査結果から浮かび上がる�
合同輸⾎血療療法委員会で取り組むべきテーマ�
�
牧野茂義 　第60回⽇日本輸⾎血・細胞治療療学会総会（平成24年年）�

v  アルブミン製剤の使⽤用量量が全国トップクラスである！�
v  県内の医療療機関における使⽤用状況が未把握である。�
v  まずアルブミン製剤の使⽤用状況の適正さを評価する必要がある。�



アルブミン
製剤使⽤用量量�



合同輸⾎血療療法委
員会としての活
動 　その1�
�

アルブミン
製剤適正使
⽤用を求める
ステートメ
ント�



合同輸⾎血療療法委
員会としての活
動 　その2�
�

アルブミン
製剤使⽤用実
態調査の実
施�

１ 　年年間アルブミン製剤使⽤用量量は？�
 　�
２ 　年年間⾚赤⾎血球製剤および新鮮凍結⾎血漿使⽤用量量は？�
�
３ 　アルブミン製剤を管理理部署は？�
�
４      もし3が輸⾎血管理理部⾨門でなければ、輸⾎血管理理部⾨門はアルブ
ミン製剤使⽤用に関しどのような関わりを持っているか？�

�
５ 　輸⾎血管理理料料および適正使⽤用加算取得は？�
�
６ 　アルブミン製剤使⽤用にあたり、同意⽂文書を取得している 　�
 　    か？�
�
７ 　輸⾎血療療法委員会の活動状況は？アルブミン製剤に関する議�
 　    題は？�
�
８ 　アルブミン製剤の使⽤用適正化に関し、具体的にどのような  �
          取り組みをしているか？�
�
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　等々�



話題2�⻑⾧長崎⼤大学病院の取り組み�



病床数� 863�

救命救急センター� 輸⾎血療療法管理理運営委員会� 6回�
⼼心臓⾎血管外科⼿手術� 輸⾎血専任医師� 1名�
臓器移植� 輸⾎血専従技師� 2名�
造⾎血幹細胞移植�
⾎血漿交換療療法�

平成24年年度度⾎血液製剤使⽤用量量（単位）�
⾚赤⾎血球製剤� 14,436�
⾃自⼰己⾎血⾚赤⾎血球� 972�
⾎血⼩小板製剤� 26,020�
新鮮凍結⾎血漿� 10,027� FFP/RBC=0.58�
アルブミン製剤� 60,474� ALB/RBC=3.92�

平成24年年度度実績�

⻑⾧長崎⼤大学病
院における
⾎血液製剤�
使⽤用状況�



平成24年年度度
アルブミン
製剤使⽤用量量
推移�
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アルブミナー　  ５％ 250mL	

献血アルブミン ５％静注 
250mL「ベネシス」	

献血アルブミン ２０％化血研　
50mL	

アルブミン‐ベーリング ２０％静
注　50mL	

献血アルブミン ２０化血研 20mL	

平成24年年度度使⽤用総量量�
181,422g�

（g）�



アルブミン
製剤使⽤用適
正化への取
り組み�

１ 　出庫時に添付する「施⽤用票」に⽤用途とアルブミン検査値の�
 　記⼊入欄を設け、これに記載後輸⾎血管理理部⾨門へ返送してもらう。�
 　�
２ 　病院全体の問題として病院⻑⾧長からのメッセージとして適正 　�
 　使⽤用を周知する。�
�
３ 　⼀一連の使⽤用で200gを超える症例例に関し、その使⽤用の考え⽅方�
 　やモニターの状況を調査する。�
�
４    レセプトの症状詳記を積極的に実施してもらう。�
�
５ 　アルブミン製剤使⽤用に関し造詣の深い医療療スタッフによる�
 　タスクフォースを結成し、適正使⽤用に関する情報分析や施策�
 　⽴立立案を⾏行行う。�
�
６ 　５のタスクフォースや輸⾎血療療法管理理運営委員会において、�
 　上記で収集した情報を分析し、院内の各種会議やイントラ�
 　ネット等で周知を図ると共に、調査票を提出して頂いた担当�
 　医へ個々にフィードバックを⾏行行う。�
�
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　等々�



200グラム
以上使⽤用症
例例の調査�



平成25年年度度
推移�
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アルブミナー　  ５％ 250mL	

献血アルブミン ５％静注 
250mL「ベネシス」	

献血アルブミン ２０％化血研　
50mL	

アルブミン‐ベーリング ２０％静
注　50mL	

献血アルブミン ２０化血研 20mL	



まとめ�

１ 　県内医療療機関における輸⾎血実施率率率は⾼高く、そこでの適正且 　�
 　つ安全な輸⾎血医療療実施体制の整備が求められる。�
 　�
２ 　⼀一⽅方で、輸⾎血療療法の「適正さ」をどのように捉えるのかは、�
 　極めて複雑な問題であり、また良良質なエビデンスを必要とし�
 　ている。�
 　 　�
３ 　従って、実臨臨床において適正化に取り組みやすくするため�
 　の共通の基準として輸⾎血管理理料料の施設基準が設けられている�
 　と考えられる。�
�
４ 　体制整備には、この問題を病院全体の課題と位置付けた 　�
 　トップ・マネジメントの活動が必要である。�
�
５ 　⼀一⽅方で、（とりわけ適正使⽤用加算の問題については）、現�
 　場スタッフの多様な考え⽅方を汲み上げながら、個々の事例例に�
 　応じた状況の把握とフィードバックを継続する必要がある。�


